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【今月の法改正等のお知らせ】 最近の気になる改正等の情報
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※続きはPage1-2,3,4（会員）で記載し
ています。厚生労働省 添加物 HP資料から作成

「食品表示基準について（いわゆる基準通知）」 が６月１１日に改
正されました。＜１６次改正＞ （令和元年6月11日消食表第96号）
主たる改正内容：新規指定添加物８つに伴う改正を含む。

今回の８つの指定添加物はすべてネイチャーアイデンティカルです。

（１） イソブチルアミン、イソプロピルアミン、 sec －ブチルアミン、
プロピルアミン、ヘキシルアミン、ペンチルアミン及び
２－メチルブチルアミンについては、
「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準が
設定された。

（２）アルゴンの成分規格は、小分け等の加工を行う前の添加物に
ついて定めるものである。使用基準はなし。



７

【先月の回収事故の分析】 ２０１９年５月

3食品法令

食品表示基準第９条に基づき、第三条（横断的義務表示）及び第四条（個別的義務
表示）の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語は表示禁止事項となって

います。
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事件 時期 回収内容

ワンポイントと
原材料名の
矛盾による
不適正表示

２０１９. ５．２９

「マヨネーズ風ドレッシング」を使用しておりました
が、商品パッケージには、「マヨネーズ」の記載が
ありました。なお、原材料表示、および栄養成分
値の表記内容に問題はございません。
商品パッケージ表示の具材名に誤りが発生して
おります。
◆商品パッケージの誤った具材表記部分
ツナマヨネーズ・おかかマヨネーズ

※ 解説はPage2-2（会員）で記載しています。
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牛肉：規格基準あり。
子供や高齢者は食べないよう
に注意喚起あり。
牛のレバーを生食用として販
売・提供することは禁止されて
います。

鶏肉：流通しているものはすべて加
熱用です。これらの肉を生で
食べると食中毒になる可能性
があります。

豚肉：豚の食肉を生食用として販売
することは禁止されています。

生食用食肉

「食品表示の適正化に向けた取組みについて(R1.6.25)」資料から作成

【案内】 食中毒を予防するための食品表示について
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コラム【Ｑ＆Ａ】
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※ 解答と解説はPage4-2（会員）で記載しています。

【Ｑ８６】

「使用上の注意」やＰＬ文言は安全に関する表示事項ですか？
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コラム【ちょっと深く、考える】 「加熱用」表示食品について
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※ 解説はPage5-2,3（会員）で記載しています。

食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項については内閣府
令で定められています。

食品表示法第６条第８項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その
他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令

第１条食品表示法第６条第８項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別そ

の他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項及びこれを表
示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項とする。
１ 名称
２ 保存の方法
３ 消費期限又は賞味期限
４ アレルゲン
５ Ｌ‐フェニルアラニン化合物を含む旨
６ 特定保健用食品を摂取をする上での注意事項
７ 機能性表示食品を摂取をする上での注意事項
８ 食品表示基準別表第１９に掲げる食品の一部の食品※
９ 食品表示基準別表第２４に掲げる食品の一部の食品※
１０ 栄養機能食品を摂取をする上での注意事項
１１ 容器包装に入れられた添加物にあっては、使用の方法及びＬ‐フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
１２ 食品表示基準第４０条に規定する生食用牛肉の注意喚起表示に関する事項
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外国の方（インバウンド）にも日本の食品表示を！ 食品表示を英語
で紹介できる。

海外シリーズ
その６

百貨店やスーパーマーケット、コンビニエンスストア等、小売店で食品を購入する際に表示をチェックして
みましょう。前号では商品のアレルギー表示について学びました。今回は一括表示以外の安全に関する情
報を記載した「使用上の注意」やいわゆるＰＬ文言のついて、身体の危害防止について安全上最も必要な
注意喚起の表示についてご説明します。

加工食品においては生で食べられず、「必ず加熱して召しあがってください」と注意喚起がされた商品が
あります。この意味は二通りの意味があります。①温めて美味しく召しあがれ」 ②この商品は保存料が使っ
ていないので、そのまま食べると食中毒になる恐れがあります。だから、加熱することで、細菌を殺菌してか
ら召しあがってね。」

また、レトルト食品において「必ず容器に移してから電子レンジで温めてください」「このままでの電子レンジ
使用は厳禁です」と「発火する恐れがあるので、このまま電子レンジの使用はしないでください。」等と注意
喚起若しくは警告表示がされた商品があります。この意味は電子レンジによる発火、火傷、爆発による身
体や財産の被害が生じる恐れがあるからです。
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インバウンド（訪日外国人旅行）の買い物の際に困らないように、日本国の食品表示の基本を
伝えるために学ぶシリーズです。従って、初めて食品表示を学ぶ方にもきっと役立ちます。
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名称 和生菓子
原材料名 砂糖（国内製造）、小麦粉、小豆、鶏卵、水あめ、はち

みつ、しょうゆ、植物油脂／ソルビット、膨張剤、香料、
（一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む）

内容量 １個
賞味期限 ２０１９．４．１
保存方法 直射日光を避け、涼しい所に保存してください。
製造者 日本製菓株式会社

東京都新宿区◯◯町●―●
お問合せ先 0120（〇〇）〇〇〇〇

▲本品の製造工場では乳成分を含む商品を製造しています。
▲はちみつを使用しています。１歳未満の乳児には与えないでください。
＜取扱い上の注意事項＞
●袋の中に脱酸素剤が入っています。食べ物ではありませんので口に
入れないでください。

国産小豆使用のどら焼き

【次回７月号につづく】

外国の方（インバウンド）にも日本の食品表示を！
海外シリーズ
その６

※ 解説はPage6-3（会員）で記載しています。

▲The production plant of this 
product manufactures products 
containing milk ingredients.
▲ I use honey. Do not give to 
babies under 1 year old.
<Notes on handling>
● Deoxidizer is in the bag. 
Because it is not food
Please do not enter.
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著作権法によりこう食品法令の事前の許可なしに複写・引用等の使用は禁止されています。
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（編集後記） 年会員の会費で当ＨＰが運用されています。年会員限定のサービスを希望される方は、
お手数ですがお問い合わせフォームから、年会員（月にコーヒー１杯の価格相当分です）の登録をお
願いいたします。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

会員の皆様には実務に役立つ定期機関紙をお送りしております。また、法令等の実務上のご質問も
承ります。また、日頃の疑問点の判断資料として当コンサルをご利用くだされば幸甚です。実務上で
困った時のご相談もお待ちしております。
２０１９年も実務に役立つ内容になるよう、発信してまいります。

A Guide to Food Labelling, Kou

ディオゲネスは、彼のただひとりの奴
隷が逃げ出したとき、その潜伏先を知
らされたが、あえて連れ戻すまでもない
と考えた。彼はこう言った。「恥ずかし
いことではないか。奴隷のマネスのや
つは、ディオゲネスなしでも生きていけ
る。なのに、ディオゲネスのほうは、マ
ネスなしでは生きていけないとは」（セ
ネカ 中澤 訳 ）


